
②　要介護状態にある40歳以上65歳未満の方で、国が定める

以上に上げた方が介護保険のサービスを利用できる方ですが･･･

　「介護保険の申請をしたいがどうしたらいいか分らない。」など

相  談 （ご心配事など、お気軽にご相談下さい。電話でも受付しています。）

（要介護認定をお持ちでない方）

面  談

　　　（要介護認定をお持ちの方）

ケアプラン作成

介護保険サービスの利用

       （私たち介護支援専門員がその人の状況に合った

要支援１・２

まずは、お気軽にご相談下さい。

        （ご自宅へ訪問、または、当センターで

　       ご本人やご家族から詳しい状況をお伺いいたします。）

介護保険サービスご利用までの流れ

介護保険手続き

要介護認定

　　特定疾病が原因で介護が必要となった方。

　「介護保険の制度が分りにくい」

要介護１～５

　　　　　医療法人愛健会　愛健医院

　　　 佐世保市在宅介護支援センター　愛健

①　要介護状態にある65歳以上の方。

居宅介護支援事業所とは

    居宅介護支援事業所

介護保険のサービスを利用できる方

要介護認定を受けた方が、可能な限り自宅において自立した生活を送ることができるよう、

介護支援専門員が介護保険法令に従い、対象者の選択に基づいて、その方が持っている能力に

応じたケアプランを作成し、保健医療サービスや福祉サービスなどが適切に利用できるように

支援を行っているところです。

　　　　　　　　　　        　　ケアプランを作成いたします。）

　愛健医院　　在宅介護支援センター　愛健

佐世保市上本山町１１８５－１（中里・皆瀬支所となり）

TEL　０９５６－４０－７４００

各地域の包括支援センターへ


